
1.地域社会の住生活の満足度をより高める。

2.資産家の収益の最大化を計り、資産価値をより高める。

3.従業員の物心両面の幸せをより高める。

1.顧客に感動を与える、より高付加価値サービスの提供。

2.顧客へのさらなる満足の提供の為に、経営者及び従業員一同心を高め常に自らを磨く事に努める。

3.常に感謝の気持ちを忘れず利他の心を持ち続け世の為人の為に誠実に行動する。

経営理念 経営方針（中期経営ビジョン）
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将来価値が上がる可能性の高い資産将来価値が上がる可能性の高い資産、収益性の高い賃貸物件は収益性の高い賃貸物件は、早期に贈与することで相続税対策早期に贈与することで相続税対策
として効果が出る可能性があります。そのために先述の暦年贈与や一度に多額の贈与が可能となとして効果が出る可能性があります。そのために先述の暦年贈与や一度に多額の贈与が可能とな
           る【相続時精算課税制度】をご検討されてはいかがでしょうか。ご所有の資産           る【相続時精算課税制度】をご検討されてはいかがでしょうか。ご所有の資産、ご家族のご家族の
                        状況により                        状況により、節税や相続遺産分割トラブルを防ぐ方法は異なります節税や相続遺産分割トラブルを防ぐ方法は異なります。所有不動産所有不動産
                        の将来性（運用方法など）については弊社までお問い合わせください。                        の将来性（運用方法など）については弊社までお問い合わせください。
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自己投資は本と健康

生前贈与のメリットと注意点
こんにちは、ＰＭ事業部の菅原和江です。
先日は、第６４回賃貸住宅セミナーへの沢山のご参加、誠にありがとうございます。
平成２７年１月から相続税が増税されましたが、子育て ・教育、住宅購入などに関
する贈与については控除が拡大しております。
資産の流動化、及び所有者が生前に資産の方向性を決め、近年増加しつつある
相続 ・遺産分割によるトラブルを防ぐ狙いがあると思われます。
今回は、生前贈与のメリットと注意点をご説明致します。
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贈与を活用し、相続財産を圧縮

◎暦年贈与 ( 通常の贈与）
贈与される人１人あたり年間 110 万円まで控除され、贈与税が掛からず申告も不要です。

上記の通り、暦年贈与を計画的に行うことで相続財産を圧縮し、かつ将来の納税資金として
相続される方へ事前にお渡しすることができます。

●生前贈与をしないケース

課税遺産   １億２００万円
（子供１人あたり３,４００万円）

基礎控除４,８００万円
（３,０００万円＋
６００万円 ×３人

●３人の子供に１０年間各１１０万円ずつ生前贈与したケース

課税遺産   ６,９００万円
（子供１人あたり２,３００万円）

基礎控除４,８００万円
（３,０００万円＋
６００万円 ×３人

贈与３,３００万円
（１１０万円 ×３人

×１０年）

課税遺産を
３,３００万円圧縮

※相続開始前３年以内の贈与は相続税の課税対象となります。 ※平成２７年１２月現在の税制となっております。

贈与を行う上で注意するポイント

2012 年の相続税の税務調査において申告漏れが指摘された資産の中で最も多額だったのが現預金でした。
正しく贈与を行うために、下記ポイントを確認してください。

親が子供に黙って現金口座を作り、通帳などを保管している場合（名義口座）は贈与を認められません。
また贈与契約書に「1,000 万円を 100 万円ずつ分けて 10 年かけて贈与する」という内容は最初の年に
一括で贈与したと判断され、節税のつもりが相続時に負担を増やす可能性があります。節税のつもりが相続時に負担を増やす可能性があります。

●「名義口座」 と 「贈与契約書」 に注意●

□通帳、印鑑、カードは受け取る側が保管する　□１１０万円を超える場合は必ず申告する

□現金で渡すのではなく預金口座へ送金する　 □贈与するたびに贈与契約書を作成する




